
1 

 

令和４年度第１回花巻市社会教育委員会議 会議録 

 

開催日時 令和４年７月 21日（火） 午後２時 00分～午後４時 20分 

 

開催場所 石鳥谷総合支所 ３階 大会議室 

 

出 席 者 委員出席者12名 菊池豊議長、堀合範子副議長、浅沼清智氏、佐藤孝之氏、 

伊藤昇氏、浅沼由美子氏、髙橋公洋氏、小国朋身氏、 

髙橋福子氏、菊池清氏、大竹佐久子氏、髙橋典人氏 

委員欠席者８名 福盛田弘氏、安部修司氏、似内利正氏、菊池朋子氏、 

        新渕伸彦氏、外舘邦博氏、佐々木さつき氏、藤井輝雄氏 

事務局  ５名 生涯学習部 市川部長 

生涯学習課 佐々木課長、菊池課長補佐、鈴木生涯学習係

長、中村主査 

説明者  ６名 市民生活総合相談センター 坊澤所長 

        賢治まちづくり課 鈴森課長 

        スポーツ振興課 菅原課長 

        新花巻図書館計画室 髙橋次長 

        花巻市総合文化財センター 鈴森所長 

        花巻市博物館 佐藤副館長 

 

報道機関  岩手日日新聞社 

 

傍 聴 者  なし 

 

次  第 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員紹介 

  ※議長・副議長の選出 

４ 議題 

（１）社会教育の補助執行について 

（２）令和４年度生涯学習・社会教育の実施計画等について 

（３）新花巻図書館整備基本計画試案検討会議の状況について 

（４）その他 

５ その他 

６ 閉会 

 

１ 開会  （開会 午後２時00分） 

事務局（菊池課長

補佐） 

皆様、本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうござ

います。 
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開会に先立ちまして、本会議の成立についてご報告いたします。 

本日は、欠席でご報告いただきましたのは７名ほどでしたが、ま

だお２人ほど到着されておりませんけれども、現在、委員 20 名の

うち、11名のご出席をいただいております。花巻市社会教育委員会

議運営規則第 7条の規定によりまして、半数以上の出席で成立いた

します。したがいまして本日の会議は成立するということをご報告

させていただきます。なお、委嘱状でございますが、本来であれば、

お１人お１人にお渡しするところではございますが、座席のほうに

配置させていただきまして、交付にかえさせていただきたいと存じ

ます。ご了承くださいますようお願いいたします。 

それでは、ただ今から、令和４年度第１回花巻市社会教育委員会議

を開会いたします。 

はじめに、挨拶として市川生涯学習部長よりご挨拶申し上げます。 

 

事務局（市川部

長） 

はい、皆さんこんにちは。生涯学習部長の市川清志と申します。

よろしくお願いいたします。 

今日はお忙しいところ、そして暑い中ご出席を賜りまして大変あ

りがとうございます。そして、今回社会教育委員をお引受けいただ

きまして、大変ありがとうございます。感謝申し上げます。 

皆様、ご存じのとおり社会教育は、学校教育と社会教育、二つの

車輪ということで、色々学校教育以外の部分で、社会で教育してい

きましょうということでやっておるわけですが、昨今のコロナウイ

ルスの影響で、学校も大変であるとは存じますが、なかなか講座、

あるいはスポーツ活動など、自由にできないという状況になってお

ります。そうした中で皆様工夫して色んな事業をやっておりまし

て、市でも色々支援したり、あるいは市が行う事業も工夫しながら、

これまでも社会教育委員の皆様方に事業をお示ししてご意見をい

ただいて反省点を踏まえながら、色々各種事業を取り組んできたと

いうところでございます。 

今回は令和４年度の事業について、これまでの経緯をお示しした

資料をご覧いただきながらまたご意見をいただきたいと考えてお

りますし、もう１つ（１）として社会教育の補助執行についてとい

う項目がございます。社会教育については花巻市は教育委員会から

補助執行という形で、市長部局、市長の下のですね、生涯学習部が

事業を行うという形態でございます。これで 10 年以上たっておる

んですが、このあたりのやり方など検証する必要もあるのではない

かというような教育委員の方の意見などもありまして、何かこうお

気づきの点など、もし皆様方の社会教育分野等、活動の場でもご意

見がありましたら、今日いただければなと考えているところでござ

います。 
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そしてもう一つ、新しい花巻図書館の整備事業について、現在、

新花巻図書館整備基本計画を策定するために、その試案というもの

をつくりまして、試案の検討会議というのを昨年度から行っている

という状況でございます。これは進み具合について、この社会教育

委員の皆様方にご報告をしておりますし、意見をいただいてきてい

るということでございます。今回新たに委員になられた方もいます

ので、その試案検討会議の状況をご説明してご意見をいただければ

なと思いますし、まだ途中経過でございますので、その辺りを随時

ご報告しながら、やっていくというものでございますので、ご意見

をいただければなというふうに考えております。どうぞ、今日はよ

ろしくお願いいたします。 

 

事務局（菊池課長

補佐） 

ありがとうございました。続きまして３．委員紹介の方にうつり

たいと思います。今年度社会教育委員の皆様が改選期になってござ

いまして、新しい顔の皆様が揃われているということもございます

ので、自己紹介ということにさせていただきたいのですが、お手元

の名簿をご覧いただきながら、大変恐縮ではございますが名簿順に

自己紹介ということでお願いいたします。それでは、よろしくお願

いいたします。 

 

（委員自己紹介 ⇒ 事務局自己紹介） 

 

事務局（菊池課長

補佐） 

続きまして、次第には表示しておりませんでしたが、委員改選に

伴いまして議長・副議長の選出ということで進めてまいりたいと思

います。議長・副議長の選出は、花巻市社会教育委員運営規則の第

６条の規定により、委員の互選となっておりますが、委員の皆さま

いかがでしょうか。 

 

（事務局一任との声あり） 

 

事務局一任との声がございます。よろしいでしょうか。それでは、

事務局一任との声がございましたので、事務局案を提示いたしま

す。事務局案といたしまして、議長に菊池豊委員、副議長に堀合範

子委員をお願いいたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員からの拍手により承認） 

 

 それでは、議長に菊池豊委員、副議長に堀合範子委員ということ

でお願いしたいと思います。それでは、お２人とも議長・副議長席

にご移動いただければと存じます。 
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それでは、お席にお着きいただきましたので、簡単に一言づつご

挨拶いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

菊池豊議長 先ほど自己紹介しました菊池豊です。今、富士大学に勤めており

ます。富士大学では社会教育に関しましては、生涯学習概論を担当

しております。今、コロナで本当に大変な時期を迎えていると思い

ます。その対応で大変だと思います。特に、前年度の花巻市の社会

教育の推進というところで見ていきますと、やはりコロナの対応で

ですね、実施できた部門、それから色々工夫して実施したものとい

うことで、なかなか推進が難しかったんだろうなというふうに思っ

ています。また、今年度の計画を見ましてですね、コロナ対策を施

しながらやっていきますというようなことが随所に書かれていま

す。一番いいのは、コロナが早く終息すればいいんですが、これが

大変でもう爆発的な感染拡大ということで、今年度も非常に難しい

状況になってるなというふうに感じています。 

皆さんのご意見をいただきながらですね、この計画推進のために

どうやればいいかというようなご意見いただきながら進めてまい

りたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

 

堀合副議長 堀合と申します。皆さん今日は、それぞれの立場でご参加なさっ

てると思いますが、たくさんご発言いただいて、今年度も充実した

社会教育ができますように願っております。進行のほうご協力よろ

しくお願いいたします。 

 

事務局（菊池課長

補佐） 

はい、ありがとうございました。 

それでは、議事に入らせていただきたいと思いますが、これから

の進行につきましては、菊池議長にお願いしたいと存じます。 

はじめに、会議の公開基準に基づき、本会議の公開について確認

をさせていただいた後に議事進行をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

菊池豊議長 それでは、議事の前に花巻市審議会等の会議の公開に関する指

針に基づき、本会議を公開することとしてよろしいかどうか伺い

ます。皆さまいかがでしょうか。公開でよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

菊池豊議長 それでは、非公開を求める方がいらっしゃいませんでしたので、

このまま公開の形で進めさせていただきます。 
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さて、それではこれから議事に入ってまいります。資料はです

ね、Ａ４版の資料になります。教育委員会に関わる事務の補助執

行、委任の経過等について、生涯学習部のほうから説明願いたい

と思います。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

生涯学習課長の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。

それではご説明させていただきます。国の動向、市の経過につきま

して、資料１－１、資料１－２になりますが、３月のこの会議でも

同様のご説明をしておりますが、委員の改選もありましたので、さ

らにご意見をいただきたいと考えまして再度になりますがご説明

させていただきます。執行権限の部分ですが、資料の通りでありま

すが、若干読み上げながらご説明いたします。教育に関する事務は、

首長部局から独立した教育委員会が責任を負っていることは、教育

について政治的に中立し、継続性や安定性の確保が強く求められて

おり、教育委員会が合議制機関であるため、公平中立な意思決定や

住民意思の反映を図ることが適当だと考えられているためとされ

ております。一方で教育機関の管理運営は、財政権限が市長にゆだ

ねられている観点から、財政支出については首長の合意を経て実施

することが必要と解されます。 

教育行政を取り巻く国の動向として、平成 21 年の地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の改正によりまして、文化・スポーツ

に関する事務について自治体の判断によりまして首長が担当する

ことを選択できるようになっております。さらに令和元年の同法の

改正によりまして、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設も首

長が管理運営することが法的に可能になっております。 

それらを受けまして当市の状況でありますが、資料１－２をご覧

ください。平成 19 年度に地域振興部生涯学習課を設置して、教育

委員会から補助執行を受ける形で「社会教育事業に関すること」「青

少年教育事業及び女性教育事業に関すること」「スポーツに関する

こと」を担当することとしております。この時点で「花巻市公民館

条例」を廃止し、各地区公民館を廃止して「振興センター」を設置

し、各コミュニティ会議が生涯学習事業を行うこととしておりま

す。各コミュニティでの生涯学習事業につきましては、本日参考と

して配布しております資料に令和４年度の事業計画を掲載してお

ります。このように各コミュニティとも工夫を凝らして多彩な事業

を行っている状況であります。 

その後、平成 21 年度になりますが、市で条例を制定しまして、

教育委員会から委任を受け首長部局で直接「スポーツに関するこ

と」「文化に関すること」を担当することとしております。この年

に、19年度に補助執行した「社会教育事業に関すること」等に加え
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まして、図書館や宮沢賢治記念館、宮沢賢治イーハトーブ館、花巻

新渡戸記念館、萬鉄五郎記念美術館の各施設に関することも生涯学

習部で補助執行することとしております。その後、平成 23 年度、

平成 26年度、平成 27年度、平成 28年度に部名や課名の変更など

がありまして、令和３年度に「新花巻図書館計画室」が設置されて

現在に至っております。 

ここまで国の動向及び市の対応についてご説明いたしましたが、

このような過程を経て、現在社会教育事業や社会教育施設について

は、教育委員会の事業について市長部局の生涯学習部で補助執行、

スポーツや文化に関する事業については、委任を受けて同じく生涯

学習部で直接事業を行っている状況となっております。委員の皆様

ご本人の所感や、所属団体等での話題として、補助執行や委任につ

いて課題と感じていることなどがありましたら、ここで是非ご忌憚

のないご意見をいただければと思いますのでよろしくお願いいた

します。説明は以上になります。 

 

菊池豊議長 地方教育行政の組織の運営に関する法律の改正、それから市の条

例規則の改正によって、今まで教育委員会に所属していた社会教育

等に関する部門が、首長部局の方に来たということです。なるほど

なという一番分かりやすいのはですね、今皆さんに辞令がいってま

すが、辞令をご覧いただきますと、なるほどそういうことかと分か

る。社会教育委員の辞令ですね。これは花巻市教育委員会の辞令で

す。実際は運営、その他に関しては今、開催しているように生涯学

習部が担当してやってるということですね。というようなことで、

どうして花巻市教育委員会の任命権者じゃなくて生涯学習部が担

当してやってるのかというのは、この辞令に象徴されるかというふ

うに思います。 

それではですね、今の説明に関して何か、質問、ご意見等あれば

伺いたいと思います。 

 

髙橋典人委員 時系列はわかったんですけど、では、一番肝心な部分ですけ

ど、学校教育と関係が切れたわけではないんですよね。あくまで

も社会教育事業の部分を権限の委譲、あるいは委任という感じで

したので繋がりがあるわけなんですけども、その関係というのが

この資料ではわかりづらいんですよね。つまり学校教育とどう結

びついてどう関連づけているのかとか。あと、このあとにもあり

ますけど、実施計画の中に例えば教育振興運動とどのようにつな

がっているのかとか、あとは私の立場でいくとコミュニティスク

ールですね、来年度になれば全小中学校につくるという話はして

るんですけれども、それがたとえば地域にどれだけおりているの
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かと。例えば市長懇談の時ですら「教振とコミュニティスクール

は何が違うのか」という質問が出るくらい、地域でもまずそれが

浸透してないんですよね。そのためにはやっぱりここにこれだけ

の年数がかかって系統図があって然るべきなんですけど、関係図

とかですね、そういうものがかつてあったのか、もしくはないと

すればこれから作る予定があるのかというのを質問したいなと思

います。 

 

菊池豊議長 今までの教育委員会が担当してるような部分、どのような関係性

持っていくのかという質問だと思います。学校教育その他の関係で

すね。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

学校教育と社会教育ということで、最初のほうでも両輪であり

ますということでご説明をさせていただいておりますけれども、

例えばコミュニティスクールとかそういった関係につきまして

は、市長部局であります生涯学習部、あるいはコミュニティ会議

を担当しております地域振興部の職員が色々な会議等に入りまし

て、状況を伺いながら地域のほうでの対応というのはもちろん多

い部分がありますので、そこについて、情報を共有するという形

では、対応しているものでございます。必要になってくれば、例

えば生涯学習講師が各学校のほうでの事業を何かお手伝いすると

か、そういった形での連携というものも図っていく必要があるか

なというふうに思っております。実際今も、学校のほうに市で登

録しております生涯学習講師が出向いて、色々な対応をしている

という部分もありますので、そういった部分も含めて連携につい

ては深められているのかなというふうには考えてございますけれ

ども、今後もそれについては、より一層コミュニティスクールと

いうものもありますので、地域で色々な役割を担っている人、あ

るいは講師をやっているような人につきまして、学校にどんどん

行って対応していくっていう場面も出てくるのではないかなとい

うふうに考えておりまして、それのサポートなりアシストなりっ

ていう部分は生涯学習部のところでやっていく必要があるかなと

いうふうに考えてございます。ちょっと答えになっているかどう

か、難しいとことでありますけれども、このような対応を地域と

連携しながらやっているということについて一応ご説明をさせて

いただきます。 

 

事務局（市川生涯

学習部長） 

生涯学習部、市長部局で社会教育をやってますということなん

ですが、それで学校教育、教育委員会でやることは特に変わった

わけではなくて、施設も例えば宮沢賢治記念館、それも社会教育
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施設なわけですし、例えばまなび学園も社会教育をやっている。

分かれてしまったから全く別ですということではなくて、教育委

員会に我々がやっていることもお話ししてますし、学校教育と全

く別になってしまってるわけではありません。一方で例えば保育

園とかですね、保育園ってそもそもは市長部局、厚生労働省の管

轄ですが、これは教育部に補助執行になってるんですね、今は。

つまり市長部局にあった保育園は、今は教育部でやってると。つ

まり、時代時代にあったやり方をしてきているということです。

例えば公民館があったわけですけども、公民館は、そもそもは社

会教育施設で社会教育のための施設だったんですが、これは振興

センターに変わりました。振興センターに変わった段階で市長部

局の施設になったんですが、社会教育の施設としての一面も残っ

ているわけで、地域づくりの中核施設として、昔の公民館は社会

教育がメインの施設でしたが、今は地域づくりがメインになって

いると。市長部局に持っていくべきだろうという流れで、こうい

うふうな形になっている。ですから社会教育について、全く教育

委員会から切れてしまって市長部局になっているっていうわけで

はなくて、教育委員の皆さん、あるいはこの社会教育委員の皆さ

んにも、事業を説明しながらやってきているという状況です。 

 

髙橋典人委員 学校教育とのつながりっていうのは、どこの方がなにをすると

かということじゃなくて、お互いに目指す生徒像とか市民像を共

有してるかって部分なんです。かつては教育委員会というひとつ

の組織の中だったので、目指す市民像とか求める姿というのは共

有ができたと思うんですけど、この部分は生涯学習課で担当しま

す、この部分は学校教育課で担当しますといって、職員がちゃん

と交流して、目指す目的に向かって、社会教育の立場としてこれ

をやって、学校教育の立場でこれをやっている部分が見えにくい

なという部分なんです。なのでそれを第三者に見せるためには、

やっぱり何かしらの図式化というのを将来的に考えたほうが、こ

の時系列で示されるよりもわかりやすいのかなという意味で、も

し可能であればという意味です。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

それでですね、今系統がどういう形になっているかという部分

ですけれども、ちょっと今日お示ししていなくて大変申し訳ない

んですけれども、第３期教育振興基本計画というものがございま

す。その中で大きな目標として、教育の基本目標というところ

で、ちょっと読み上げますと「郷土を愛し、丈夫な体と深い知性

を持つ心豊かな市民が育つまち」というような目標を持って、例

えば政策の分野として、「子育て環境の充実」、そして「学校教
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育の充実」、そして「生涯学習の推進」で、「スポーツの振興」

「芸術文化の振興」と、この５つの分野に色々な事業を系統立て

まして、この基本計画を進行しているというところで、教育委員

会のほうで一体化しながら計画の推進を図っているということで

すので、系統としては教育振興基本計画というものがベースにな

っているのかなというふうに考えております。今日の説明につき

ましては、この中の政策分野が５つあると申し上げました、子育

て、それから学校教育、そして今日ご説明するのは、生涯学習の

推進という部分とスポーツの振興という部分と、芸術文化の振興

というような３つについて、社会教育委員さんのほうにご説明し

つつ、ご意見をいただきたいという内容になってございます。 

 

菊池豊議長 教育委員会との関係というのはあれですよね。この委員会自身

は本来の教育委員会の下にあるんですよね。教育委員会の求めに

よって意見を述べることができるということですから、社会教育

委員は教育委員会の下にいまでもあるということで、辞令もその

ように教育委員会の辞令になっているということですね。ただ、

実際の活動等については、先ほど説明があったように生涯学習部

が中心になって進めるということで、ただ公民館が廃止になって

コミュニティになったっていうのも、全国的な流れでですね、生

涯学習の在り方をまちづくりの中に生かしていこうと、多分花巻

市はそっちのほうに重点を置いて、この生涯学習を捉えて今のよ

うな形になってるんじゃないか、というふうに私としては考えて

おります。こういったように社会教育、生涯学習の中核的施設っ

ていうのは公民館ということで、我々は色んな場面で言われてき

ているわけですけども、花巻市はそこのところを地域づくりとい

うような方向性を持って今の流れになってるのかなというふうな

ことですが、大体いいですか。それでは、他に学校との関係はこ

れまでと変わらないということですよね。 

他、ありますか。 

 

佐藤孝之委員 行政的な言葉がわからなくてお聞きしたいんですけれども、こ

の一番最初に「補助執行」という言葉がありますけども、簡単に

言うと、生涯学習部のほうで持っている仕事の補助的な仕事を、

教育委員会の仕事を補助するという意味で使われてる言葉なんで

しょうか。平成19年からも、系統図を見ればしばらく経ってるん

ですが、今でも補助執行という最初のタイトルを聞いたときに、

どういう意味でこれが最初に出てくるのかなと。初歩的なことな

んですが。なぜ補助執行という言葉なのか。先ほど髙橋（典）委

員さんもおっしゃったように、全体の中での仕事という見方の捉
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え方もわかりますけど、補助っていうか、ちょっとしっくりこな

くてお聞きしたいんですが、お願いします。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

先ほどもご説明をしたものでもありますけれども、言葉とし

て、教育委員会が行うべき仕事、事業というものがございます。

それがですね、ここで説明をいたしました「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」っていうものがベースにございまして、

その中で教育委員会が行うべき仕事というものがございます。そ

の教育委員会が行うべき仕事について、市の組織の中でいきます

と、私たちが生涯学習部というものなんですけれども、生涯学習

部は市長の下にあるものなんですけれども、教育委員会が行うべ

き仕事について、その仕事を区切りまして、この部分については

市長部局である生涯学習部のほうで、言葉がちょっとあれですけ

れども、補助的に執行するという内容で補助執行になっておりま

す。先ほどお話ししましたように、委任という部分は全く全部任

せる、市長部局がやるっていうのが委任です。ですから今、スポ

ーツと文化につきましては、全く全部市長部局のほうでやってい

る。先ほどお話がありました補助執行という部分については、教

育委員の皆さんが色々聞いたことについて、補助執行している教

育委員会の一部となって、この生涯学習部が補助的に執行してる

っていうのが補助執行という内容になるのかなというふうに思っ

ております。ちょっと法律に書いている用語ですので、難しい部

分ではあるんですけども、そういうふうに解釈してございます。 

 

佐藤孝之委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

菊池豊議長  そうすると本来は、教育委員会がやるべきものを首長部局がや

ってるってことを補助施行。委任というのは、生涯学習部が管轄

としてやる。首長の下でやる。まあ実態は、生涯学習部でやると

いう使い分けをしているようです。よろしいでしょうか。 

他、この際ですから何か。全部答えてくれますから。 

 

菊池清委員 ちょっと教えてください。この変遷は、望ましい形にどんどん機

構改革とかしてると思うんですけれども、何が望ましくてこういう

形にしてるのかなって、実はいつもこう疑問に思ってた時期があっ

て。以前ですと、学校と社教と２つの課とかで教育委員会にあった

ものが、わざわざ市のほうの組織に補助執行の形でいったりとか、

保育所は逆に教育委員会のほうに行ったりとかっていうのがあっ

て、こういうのって実際のところはどうなんでしょう、やりにくい

とか、お互いの連携のとり方とかが非常に難しいことはないのかな
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とか思いますし、あともう１つはこれって、誰のためにこういうふ

うにしたのかなっていうのが一番の疑問でした。そこをちょっと教

えていただければと思います。 

 

事務局（市川生涯

学習部長） 

これはですね、誰のためというのは市民のため、ということにな

ると思います。全国的にもそういう流れというのはあると思います

けども、何でこうなってきたかと、例えばその社会教育の部分につ

いては、１つは公民館が振興センターになってきたっていうお話を

しましたけども、これ、やっぱり地域づくりのために、地域振興と

いうのが重要なテーマになってきて、公民館を中心として地域づく

り、まちづくりをしていこうという動きが、合併して 18 年以降に

あったと思います。そういう流れから、もう地域は、コミュニティ

会議が、自分たちの地域をどうしていくかっていうのを、自主的に

考えていく。そしてそのための地域を維持していく安定させていく

ための講座なりですね、社会教育なども市と連携してやっていきま

しょうということで、地域づくりがメインになって、こういう動き

になってきたというのがあって、教育委員会から動いてきたという

のがあると思います。と、私は思っています。あと同じような社会

教育施設というか、その宮沢賢治記念館とかですね、色んな記念館

などは、観光分野との連携が必要というふうに、考えられてきたん

だろうなと思います。やっぱり、どうしても観光と切り離せないと

ころがありますね、宮沢賢治記念館など見ましても花巻市は温泉も

たくさん持ってますので、観光課との連携、そういうような観光事

業との連携、どういう時期に何をやっていくか、今回もあの、宮沢

賢治の「雨ニモマケズ」を観光面でＰＲしていますけれども、本物

を展示する期間を設けたりしていると、そういう連携をするのに、

やはり市長部局のほうがいいんじゃないか、というのは全国的にも

そういう流れでやってきたというのが、あるのかなと思います。 

同じようにスポーツとか芸術分野も教育委員会の中にあるより

も、もっとまちづくりに生かしていきたいというような動きがあっ

てこのようになってきたと考えています。以上です。 

 

菊池豊議長 はい、よろしいですか。 

 

大竹佐久子委員  すいません。話を聞いているうちに頭が混乱して、何が何だか分

からなくなってきました。社会教育委員を受けてくれないかと言わ

れたときに、ちょうどコミュニティスクールの話があって、それを

軸にして動けるのかなと思って、じゃあ色んなご意見を伺ってと思

っていたんですが、コミュニティスクールの前に、教育振興協議会

というのがあって、それから各学校にも教育振興協議会というのが
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あって、それはコミュニティスクールのために拡大評議委員会にな

るというふうなすごい複雑な動きをしているわけですけど、そうす

ると、地域づくりで振興センターが重要な役割を示すというのはよ

くわかりますけど、今度コミュニティスクールが地域の振興センタ

ーと一緒になって活動していくっていうときにどんなふうに考え

るのが、一番スリムで皆に説明するときに、今の私みたいに頭が混

乱しない状態で説明できるのかをご指導いただきたいんですけど

も。 

 

事務局（市川生涯

学習部長） 

コミュニティスクールはですね、教育委員会が主導でやってるの

で私もそこまで詳しくないんですが、私も実は某小中学校の運営協

議会のメンバーに入ってまして、コミュニティスクールはこれから

こういうことをやっていきますよっていうお話を聞きながら、メン

バーの一人であります。学校評議員もしばらくやっておりましたの

で、そういう中で花巻っていうのは教育振興協議会があって、すで

に地域と一緒に学校教育を社会教育も含めてやってきたっていう

経緯がありますよね。長いそういう歴史があるんですけれども、そ

れとは別に、やっぱりコミュニティスクールっていうのは全国規模

で考えられてきたシステムなので、花巻に合うかどうかというのは

私もちょっと疑問を持っております。まだそこは具体的にコミュニ

ティスクールとして、地域と学校が連携して、地域の人たちが学校

で例えば講師をしてもらうとかがコミュニティスクールっていう

ふうに言われてるんですが、いや元々もうやってきたんじゃないの

っていうところもあったりして、そういうところをどういうふうに

して、もっと地域を活性化する、学校を活性化するようなことがど

うやればできるかと私も今、学校のほうで一緒に考えているってい

うところです。社会教育は社会教育としてかなり広範囲なわけです

よね。広くて学校と社会教育は別ではあるんですけれども、学校も

含めた生涯学習という考え方からすれば学校と連携して色んなこ

とをやらなきゃいけない、地域と連携しても色々やらなきゃいけな

いっていうのもあって、分かりづらいっていうのも分かります。私

も、そのコミュニティスクールについては、まだはっきりどういう

方向に行けばいいのかなっていうのは分かりませんし、色んな事例

とか、先進でやっている湯本地区とかそういうところは早くやって

いるはずなんですけれども、そういう話を聞きながらコミュニティ

スクールを使ってどうやっていけばいいのか考えていければなと

生涯学習としても思っているところです。ちょっと答えにならない

と思いますけども、そんなところです。 

 

髙橋福子委員 説明されればされるほど深みにはまる気がするので、職員の方
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がとても忙しいのは分かるんですけれども、やっぱり全体の社会

教育や生涯学習をどういうふうにしていくのかっていう、どこと

関係して進めていくのかっていうような、細かくなくてもいいの

で、関係性があるフロー図と、プラス第３期教育振興基本計画が

あるので、総合計画と花巻市教育振興基本計画と、生涯学習基本

計画は、どういうふうにリンクしているのだっていうのが分かる

２枚ぐらいの資料をつくっていただくと、皆さん説明書と図を見

て、ふーんていうふうになるのではないかなと思います。お忙し

いと思いますがよろしくお願いします。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

確かに、図式的なものが必要なんだろうなということで、ちょ

っと今回は手元にお持ちしてないんですけれども、その体系的な

ものを受けまして、一番分かりやすいのは多分市の教育振興基本

計画に体系がありますので、そちらをお示しながら社会教育は今

こういうことをやっているというところをご説明したほうがいい

のかなと、お話をお聞きしながら考えました。すいません、ご意

見として賜りたいと思います。ありがとうございます。 

 

菊池豊議長 これは次回までで大丈夫ですか。 

 

髙橋福子委員 はい。 

 

菊池豊議長 よろしくお願いします。 

 

浅沼清智委員  すいません、コミュニティスクールの話で、先日受けたセミナ

ーで自分なりにちょっと納得したことがあったので、お話しした

いと思います。今までは学校があって、子どもに教えるときに地

域が支えてくれて、学校を通して子どもに教育するっていう、地

域が関わるときにそういう図式だったんだけれども、コミュニテ

ィスクールになったときに、学校を通して地域が支えるっていう

よりも、学校と地域が並んで子どもに対して教えていくっていう

ことがコミュニティスクールになってくるんじゃないかっていう

話を伺って、そこは自分の中ですごく納得できて、学校が子ども

にもちろん教えるんだけども、そうじゃなくて学校と地域が同じ

方向を向いて子どもたちのために活動するっていうのがコミュニ

ティスクールだと。そうだったら学校も地域の皆さんが子どもた

ちを支えてくれるし、学校も教えるし、子どもにとってはひとつ

の子どもに両方から、あとは保護者という三者が、子どもたちを

育てるために同じ方向を向いていけるなっていうのが自分の中で

すごくストンと落ちたなっていうことがあったので、ちょっと紹



14 

 

介したいと思います。 

 

菊池豊議長 時間がないのであと一つだけにします。 

 

大竹佐久子委員 すいません、今のお話はよくわかります。コミュニティスクール

はイコール社会教育ということを目標にしてるんじゃないかなと

ずっと思ったんですけど、ここの会議で、教育委員会の担当とか、

それから生涯学習課が担当とか、何かこうあまり細かく区分けをさ

れてるので、非常に難しく頭の中が混乱してしまったと思います。

私はコミュニティスクールの説明を受けて、実際には、私どもの地

域ではそういうことをずっと、かつてはるか昔からやってたんです

ね。ですから、何も新しいことは考えなくて、まとめればいいだけ

だというふうに思ってたんですが、何かこう、教育と社会学習と何

か別々に話し合われてるような感覚を今この会議で思ったんです

ね。ですから、それが何なのかっていうことがよくわからなかった

んです。だから、恐らく先ほど表にするっておっしゃってましたけ

ど、その表を見ても分かるかどうかわかりませんけど、コミュニテ

ィスクールそのものは、社会教育にもう本当にマッチしてるような

考え方だと思うので、昔からある教育振興協議会ですか、そういっ

たものと何が違うのかということがはっきりしなければ、コミュニ

ティスクールの考え方が何か進んでいかないんじゃないかなとい

うふうに思います。同じようなことを言っているのに、なぜ２つの

組織があるのかっていうこと自体が、進まない理由にもあると思う

ので、全て社会教育っていうふうに思えばいいんじゃないかと思い

ます。 

 

菊池豊議長  これは回答が必要ですか。今のはご意見でよろしいですか。 

 

大竹佐久子委員  はい。 

 

菊池豊議長 今、コミュニティスクールの話題がずっと出たんですが、もち

ろんこれも社会教育の重要な部分だと思うんですね。ですから、

そういった裁量を教育委員会の方で考えてぜひやってほしいんで

すね。たぶん生涯学習の中で社会教育、あるいは学校教育、家庭

教育のそれらを統合したような形で進めていこうというもっとも

っと大きい構想になるかと思うんですが、今花巻市のほうでは、

今お話しされたような形で進めているということですので、それ

への社会教育がどう関わっていくかというようなことを、もし意

見が述べられれるのであれば、述べていきたいなと思うんです

が、これ以上進めてもあれですね。ということで、先ほどのご意
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見等は、ぜひ教育行政の中で活かしてもらうということで進めて

もらいたいと思います。 

 それではいよいよ今日の本題に入っていきたいと思います。議

題の（２）になります、令和４年度生涯学習・社会教育の実施計

画等についてということで、資料はＡ３版の横書きの長いものに

なります。それでは早速ですが、これについて生涯学習部のほう

から説明をしていただきたいと思います。最初にですね、１ペー

ジ目の１．自主的活動の推進というところで、今年度の主な事業

計画を中心に、説明願いたいと思います。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

はい。それでは私のほうから説明をさせていただきます。先ほどの

教育振興基本計画の中に書いてあります、５つの体系のうちの「生涯

学習の推進」という部分から、スポーツ、そして芸術文化の振興とい

うところまで説明ということでお話をさせていただきました。資料に

はそのような形で順番に載せているということでございますのでお話

をさせていただきますが、基本的には令和３年度の事業計画と、こう

いうことをやったという報告も資料のほうにはございますけれども、

今日ご説明いたしますのは、令和４年度の主な事業計画と重点がこん

なものだというところについて生涯学習課の担当の部分から進めてい

きますけれども、その他を各担当のほうからご説明を進めていくとい

うような形でいきたいと思います。よろしくお願いします。 

まず最初は生涯学習講座開催事業というものでございます。この内

容といたしましては、市民講座、高齢者学級、女性学級、あるいは大

学と連携した講座、これは総合支所なども含めた講座の開催事業とい

うことになります。令和３年度の課題を踏まえました今年度の重点と

いたしましては、今年についてはですね、色んなところで、この内容

が出てきます。どうしても私たちがやっている生涯学習という事業が

ですね、何といいますか、コロナが始まったころについては本当に不

要不急といいますか、そのような形でなかなか実施ができなかったと

いう状況でありましたけれども、昨年度ぐらいから色々対策を取りつ

つやっていこうということで、その時代に合った対応をしていくとい

うような方向性になってございます。そういった意味で対策をしなが

ら、施設の利用制限等もございましたけれども、会場なり回数なりの

調整を図ったうえで事業を実施していくということが、今年度事業を

開催するうえでの重点ということになりますし、特に力を入れている

家庭教育支援講座についてですね、今年度はやっていこうという部分

もありまして、「赤ちゃん教室」というのを従来やっておりましたけれ

ども、それに限らず幼児以上の子ども、あるいは家族のほうにですね、

対象を広げて実施をしたいというふうに考えております。続いて生涯

学習活動支援事業でございますけれども、これは個人、あるいは地域
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団体がですね、生涯学習に取り組む際の支援を行うという内容の事業

でございます。今年度の重点といたしまして、やはりコロナの関係で

２年間できませんでした生涯学習フェア「まなび学園祭」というもの

ですけれども、例えば感染症対策をしながら開催したいというような

ことになりますし、それから、この中でも色んな講師の登録っていう

部分もやっておりますけども、生涯学習講師につきましては引き続き

地域などで活動してる人でも登録していないというような方々もござ

いますので、お声がけをしながらですね、講師の充実を図っていきた

いというのが重点ということになってございます。続いては視聴覚教

育推進事業になります。この事業につきましては、視聴覚教育ライブ

ラリー、あるいは映画会、冬休みとか休み期間に映画会を開催すると

いう事業でございまして、コロナでできなかった期間が２年ほどあり

ましたけれども、対策などしながら事業を実施する、それから視聴覚

教育ライブラリーにつきましては、色んな会社さんから需要があると

いう情報が出てきておりますので、色々なところに情報提供を行いな

がら利用を促進する等、重点にしていきたいと思います。続いて、生

涯学習施設整備事業でございますけれども、まなび学園、生涯学園

都市会館につきましては、来年度は令和５年度の大規模改修工事で

ございまして、それに関わる設計を行っているんですけども、修繕

設計業務というのを行っていきたいというふうに考えてございま

すし、石鳥谷生涯学習会館につきましては、講堂の空調設備の改修、

それから令和５年度に予定しております外壁塗装工事の実施設計

というようなものを事業として行っていきたいというのが重点と

してございます。続いて、読書活動推進事業でございます。ブック

スタート、あるいはおはなし会といったものを行っている事業でご

ざいまして、これについてはコロナでできなかったという部分があ

りますけれども、基本的な感染対策を行いながら事業を進めるとい

う部分と、第４次花巻市子ども読書活動推進計画というものを策定

してございまして、「読書おもいで帳」など、読書への関心を高め

る取り組みを進めてまいりまして、読書習慣の定着を図っていきた

いと計画に基づきまして、そのようなことを来年の重点とするとい

うことを考えてございます。それから図書館整備事業、これは新し

い花巻図書館を整備するという事業でございまして、重点といたし

ましては、令和３年度に引き続きまして新花巻図書館整備基本計画

試案検討会議というものを行っております。基本計画の試案の内容

を検討して、よりよい図書館の基本計画にしたいということでござ

いまして、現在ではですね、建設場所の選定、あるいは蔵書計画な

どを令和４年度は行っていくということでございます。試案の検討

整備後については、計画案として市民参画を行っていけるかなとい

うことで、現在進めていきたいというふうに考えてございます。続
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いて、７番の図書館改修事業でございますけども、これにつきまし

ては既存の図書館、花巻図書館、石鳥谷図書館、大迫図書館、東和

図書館ですけれども、この改修をするという事業でございますが、

令和４年度は実施事業はなかったということでございました。 

 続いてですね、２．青少年健全育成の推進ということになります。

青少年活動推進事業も生涯学習課が担当してございまして、これは

「はなまきおもしろ探検隊」、小中学生を対象としました事業でご

ざいます、それから青少年関連団体への支援、そして成人式と今ま

で呼んでございましたけれども、成年年齢の改正の関係がございま

して、20歳のつどいと名称を改めてございますが、それについての

事業ということになります。令和４年度の重点につきましては、20

歳のつどいについてですね、なかなか会場なり、開催するという部

分がコロナの対応をしながらという必要がありますので、その辺に

ついて状況を見極めながら、会場を選定していきたいっていう部分

と、実行委員会というものを組織しておりまして、なかなかこの実

行委員会についても感染症の影響が出て、スケジュールの遅れとい

うものも出てきたりして、これまでもそういったものを意識した中

で進行管理をしっかりしていきたいというものでございます。 

 

菊池豊議長 ここで、いったん切りますか。それでは、社会教育に関する事

業の説明があったんですが、まず１枚目の生涯学習講座開催事業

のところで何かありませんか。 

 

髙橋福子委員 いただいた資料の、花巻市教育振興基本計画と生涯学習基本計

画を混同してしまって、もっと上の計画なんだなと説明を受けて

わかりましたけれども、これって指標はないんでしょうか。結局

色んな事業をしていて、それがどの程度進んで、今年度はどうい

う目標なのかっていうのはないのかなと思ったので。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 先ほどからお話ししておりますけれども、この計画につきまして

は花巻市教育振興基本計画というものに基づいて各事業を行って

くことで進めてございます。生涯学習振興計画というお話がありま

したけども、今回の第３期花巻市教育振興計画を策定する際に、生

涯学習振興計画だけではなくて、この教育振興基本計画の中で生涯

学習の分野も計画に基づいて進行していこうということになりま

したので、生涯学習振興計画というものは現在は存在してないとい

う状況でございます。そのようなことを先ほどからお話ししており

まして、その中の生涯学習、あるいはスポーツ、芸術文化の推進と

いう内容について、事業のご説明をしているものでございます。お

手元に教育振興基本計画という部分がお示しできていないのが非
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常に申し訳ないということでございますけども、その中には基本方

針もありまして、各分野の指標というものを設けております。その

辺が提示できてなくて申し訳ありません。３月にも社会教育委員会

議を開きまして、その際には指標を提示できるかなと考えていま

す。よろしくお願いします。 

 

菊池豊議長 はい、今日はちょっとお示しできないということだそうですの

で、３月にお示しするということだそうですが、よろしいです

か。それでは、振興計画等の資料を用意して３月にはお願いしま

す。 

他、ありませんか。それでは②の生涯学習活動支援事業につい

て、それでは私の方から２ページ目の一番上についてですね、こ

こに情報発信と書かれておりますが、そこに広報とかホームペー

ジとかＦＭ、有線放送と書いてありますが、この広報活動、発信

って言いますかね、一番効果のあるのはどれなんでしょうか。色

んな事業をやって、市民の皆さんが参加してくれる。そういうこ

とで見ていきますと、やっぱり広報ですかね。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

実は、アンケートを各講座について行っておりまして、その中で

何を見てこの事業を知りましたかという回答をいただいた中では、

実は一番多いのは市の広報が多いという状況ではございます。最近

では、ホームページの方でアクセスしていただいて、登録フォーム

から登録していただいているような事業もございまして、こちらも

結構活用いただいておりますので、広報とホームページが一番強い

のかなと思っておりますけれども、実は生涯学習課の方ではです

ね、各事業について、それぞれチラシを作ってございます。そうい

ったチラシを商業施設などにも置きながらですね、色んな所で目に

触れていただいて事業を認知していただくということをやってご

ざいます。 

 

堀合範子副議長 以前この会議の時に、新聞等は無料なのでいっぱい使った方が

いいんじゃないかというお話をしましたら、偶然かもしれないん

ですけども、高村光太郎記念館とか賢治記念館でこういうことを

やっていますというのが新聞で目に付くようになったように思い

ます。市民にはもちろんですけれども、花巻はこのように文化事

業を頑張っているということを市外の人たちにも示せて嬉しいな

と私自身は思っております。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

実はそういう事業を行う際に、プレスリリースとして取材に来て

くださいというような広報的なものをしております。それで取材に
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来ていただいて、事業を知っていただくと非常に効果的だなと思っ

ておりましたので、そのような利用をしているという状況です。 

 

菊池豊議長  はい、マスコミ等への対応ですね。 

はい、それでは③視聴覚教育推進事業についてですが何か。 

 

髙橋典人委員  16ミリ映写機操作技術講習会の開催ということで、昨年度は受

講生８名となっていますが、正直懐かしいなと思ったところで

す。ただ確認したいのは、これをどういう目的で開催しているの

か、受講生にどういうふうに伝えているのか確認したいので教え

てください。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 図書館の方では、実は16ミリのフィルムをストックしておりま

す。その中で、例えば振興センターで昔の16ミリフィルムの映写

会をやりたいというご希望も結構あります。そういったこともあ

りますので、まずは映写機の操作方法を知る、操作できないで難

しいということがありますので、その講習会を開催しているとい

うものです。まだまだ需要があってやっているということです。 

 

髙橋典人委員  そうすると今でも正しくフィルムの扱い方を習得するという目

的で開催して伝えているということですね。というのは、私は平成

13年から５年間、県教委でこの 16ミリの講習会の講師をしてまし

た。その時に幾度も言われるのが、今更 16 ミリを勉強してどうす

るんだっていう話をされたんですが、その時にもお話ししたんです

けども、これがないととんでもないことになりますよと。何がとん

でもないかというと、これがないとライブラリから借りられないん

です。借りるときには 16 ミリの受講証の取得番号ですね、これを

借りるときに書くんですけども、よく間違ってるのは、借りてくる

人が持っていればいいと思っていて、ライブラリでその番号を示し

て借りてきて、別な人が上映してしまうと、完璧な著作権法違反な

んですよ。著作権を守るためにこれは絶対必要だということで、私

は５年間説明してるんです。これからは技術だけじゃなくて、これ

からの時代は著作権が厳しくなってきているので、そういうことを

意識させるためにも、改めて 16 ミリ講習を説明して、きちんと募

集した方が、もしかしたら８人が、今年もやらなきゃないから 16

人に、倍になるとかあるかもしれないので、よろしくお願いします。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 ありがとうございます。著作権は非常に重要でございまして、

色んな所で問題になってると聞いてございますので、その辺につ

いてもきちんと講習等で対応していきたいと考えてございます。 
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菊池豊議長  16ミリのフィルム講習会、図書館法とかの中に入ってたでしょ

うか。これ、やらなくちゃいけないんですよね。 

他、よろしいですか。 

 それでは次、生涯学習施設整備事業についてですね。これ、花

巻市生涯学園都市会館のエレベーター照明設備、それから石鳥谷

のトイレ、空調も、これ前年と同じなんですが、同じですか。重

点の方を見ると違うんですが。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 大変申し訳ございません。令和４年度の部分の内容ですけども、

訂正をさせてください。令和３年度の内容をそのまま書いてござい

ます。実際には、令和４年度の重点に書いてございます、生涯学園

都市会館、まなび学園については、令和５年度に予定している工事

の体育館の屋根修繕ですけども、工事の修正設計という部分と、石

鳥谷生涯学習会館の講堂の空調設備の改修と、令和５年度の改修事

業の実施設計業務、これがまるまる令和４年度の実施内容となりま

す。お詫びして訂正とさせていただきます。 

 

菊池豊議長 はい、それでは重点目標の上の項目が訂正となるということで

すね。 

はい、それでは読書活動推進事業について。 

 

堀合範子副議長  一つ、その前に、すいません、今の④の施設整備に関わってちょ

っと一つお聞きしたいと思います。文化会館の、後でですね、文化

事業のところで説明もあると思いますが、施設整備に関わってで

す。５月には、仲道さんのコンサートがあったり、今月は鼓童、佐

渡の鼓童ですね、それが岩手県で唯一の会場となって完売したと。

その他にも色々と事業を計画しているようですが、ちょっと残念だ

なと思うのはトイレです。洋式が一箇所だけ。今ほとんどの家庭で

は洋式化が進んでいるわけですけども、文化会館はちょっとその辺

が残念だなと思っておりますが、今後のそういう改修予定というの

はあるんでしょうか。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

今日の資料の後半のほうにもあります、文化会館につきまして

は、今年度については、音響の改修、大ホールの音響の改修を行う

ということで、進めていきたいと考えております。そのとおり、事

業の中でも要望として、やはりトイレ、今計画になってないってい

うのはございまして、こちらのほうとしても、予算を確保しながら

ということになるかと思いますけれども、なんとか早急な対応が必

要だなというところは意識しているところでございます。まだまだ
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予算はこれからということになりますので、何とも言えませんけれ

ども、そこは認識しながら進めていきたいという考えでございま

す。 

 

菊池豊議長  文化会館の改修の中には入ってないのですか。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 大ホール改修は随時行っておりまして、昨年度は照明、今年度

は音響のところをやっております。文化会館については、長寿命

化を図っていく、あの文化会館をあのまま使っていくという方針

でございますので、その中で必要な改修を随時行っていく必要が

あるというふうに考えてございまして、その中で優先順位をつけ

ながらということになります。やっていく必要があるという中の

トイレは、やはり優先順位が高いんではないかなと内部としては

考えているとうものでございます。 

 

菊池豊議長 色んな施設で、トイレが改修の対象になってますんで、ぜひ、

早めに取り組んでほしいなと思います。 

それでは、推進事業については、よろしいでしょうか。 

 

髙橋福子委員 わからないので教えてください。１．自主的活動の推進の中の「地

域生涯学習担当者研修」というのがあるんですけれども、これが振

興センターで生涯学習の企画運営をする人たちの研修というふう

に受け取っていいのかっていうのと、やっぱり社会教育主事とかの

研修を受けてないと、どういうふうに事業をやっていくかっていう

のは悩んでると思うんですけど、どんな内容をしているかを教えて

いただければいいなあと思います。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

はい、そうですね、地域生涯学習担当者研修会っていうものを毎

年開催しております。これはコミュニティ会議の生涯学習担当の

方、それからまなび学園の社会教育指導員、そしてまなび学園にも

配置しております社会教育主事ですね、それから生涯学習課にもお

りますけれども、そういった方々が参加をしまして、研修会を行っ

ているということでございます。まずコロナ前の話をしますと、

色々ワークショップを行ったりして、実際に講座を企画してみよう

とかですね、そういった内容で行っておりまして、最近コロナの対

応といたしまして、例えばリモートでの講座を開催してみようとか

ですね、そういったことも研修の中身として現在やっているという

状況でございます。実際に生涯学習課でもリモートで講座をやった

りしてますので、そういった例を使いながらですね、コミュニティ

会議の方々にリモート機材の使い方を研修したりというようなこ
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とも行っているような状況です。 

 

髙橋福子委員  すいませんしつこくて。ここで、社会教育とは何かっていうよう

な、基本的なことを一番最初には話してないんですか。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 たとえば生涯学習課で立てております目標みたいなもの、今年度

の重点目標というものがございますので、そちらを常にこの講座の

中でお示しをしたりしてるんですけども、それも使いながら、研修

をしている状況です。 

 

髙橋福子委員  せっかく富士大学の先生がいらしてるんだから、社会教育と

か、生涯学習って何かいうのをちょっと入れたらいいんじゃない

かなって思います。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

 

菊池豊議長  それではですね、今、行ったり来たりなんですが関連して、社

会教育主事という話が出てきましたけども、その配置と、それか

らその養成をどうやってるかっていう、その辺を教えてもらいた

いと。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 社会教育主事、現在はですね、まなび学園に１名、そして生涯学

習課に１名ということで任命しております。これにつきましては、

大学でそういう資格を取ってきた方も採用したりもしております

ので、そういった方については実務経験１年を行うことによって社

会教育主事として任命できるという内容になってございますので、

例えばその資格がある人について、生涯学習課で１年経験していた

だいて、その上で任命をしていくという対応をしている状況でござ

います。 

 

菊池豊議長  この件については、今ですね、岩手県の社会教育委員会の中でも、

こういった首長部局に生涯学習が入ってきますので、その場合そう

いった社会教育主事という養成をどうやっていくのかなと、どうし

ようかなということが大分話題になったりしてますので、ぜひ花巻

市のほうではですね、そういった社教主事の養成等ですね、積極的

に行って、こういう研修とか色んな場でですね、活用していただけ

ればいいのかなと思います。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

あと、岩手県のほうで斡旋をして社会教育主事講習というもの

を行っております。そういった部分に派遣できればいいのかなと
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いう部分もありますけれども、将来的にそういったものも活用し

ながら進めていければなと考えます。 

 

菊池豊議長 それでは、進んでいきたいと思います。ちょっと遅れています

ので、次の生涯学習に関連する事業、このところをお願いしま

す。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

それでは、生涯学習に関連する事業の２．青少年健全育成の推

進という部分で、相談センターよろしくお願いします。 

 

坊澤市民総合相談

センター所長 

市民生活総合相談センターでございます。よろしくお願いしま

す。うちは相談センターなのですけれども、三枚看板でございまし

て、消費生活センター、それから少年センターというのを設置して

ございます。その少年センターの部分になりますが、市では少年補

導委員を委嘱しておりまして、その方々によります街頭補導活動を

実施していただいておるところです。主に声掛け等をしていただい

て、子どもたちが誤った方向に、誤った道に進まないようにという

ようなところでやっているところでございます。令和３年度の主な

事業報告としましては、少年補導員 88 人による活動の、延べ活動

回数 239回、昨年度はコロナ関係もありまして、８月～９月あるい

は２月～３月は活動を中止としたところでございます。主に長期休

業期間に合わせて活動しておりまして、夏休み、冬休み、春休みや、

まつりなどのイベント時などに実施してもらっています。補導委員

の皆さんにつきましては、小中高の学校の先生、それから地域推薦

の方々、市の職員に対して委嘱をしているというところでございま

す。令和４年度の事業計画につきましても、去年と同様に、街頭補

導活動を実施してまいりたいと考えているところでございます。以

上です。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 では、続いて国際都市推進事業です。これは市民語学講座や国

際フェアを開催することによりまして、市民の国際理解を推進す

るという事業でございまして、これも昨年度まで、感染状況など

によりましてできない事業も少なからずありました。今年度につ

きましては、感染状況を見ながらできるところは実施していきま

すし、開催困難な事業につきましては、代替でできる事業がある

かということを検討しながら事業に取り組むということになって

ございます。続いて、国際姉妹都市等交流推進事業になりますけ

ど、これは海外への中学生の派遣、それから海外からの受け入れ

を行う事業でございます。当然ながら、これについてはなかなか

海外に行くというところが叶わなかったというところがございま
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して、２年間は事業ができていないということでございます。令

和４年度につきましても、海外渡航は少し緩和されておりますけ

ども、まだ自由にできないというところがありますので、そこの

ところが解禁できるかというところも見極めながらですね、直接

の交流、行き来ができない場合につきましては、オンラインなど

も活用するという手法についても検討していきたいというのが重

点でございます。続いて、国内友好都市等交流推進事業でござい

ます。国内もなかなか移動ができなかったこの２年間でございま

すけども、友好都市であります平塚市、十和田市との交流を推進

するという事業でございまして、交流キャンプ、市民ツアー等を

実施しておりますけども、これも感染症の状況を見ながら可能な

事業を行うというのが重点ということになります。国際関係につ

きましては以上になります。 

 

菊池豊議長  はい、それでは国際交流等に関する事業でなにか質問あるいは

ご意見があれば。 

それでは、ないということなので、次に進めたいと思います。

次は、スポーツ振興になりますが、ここで議長を変わります。 

 

堀合範子副議長  はい、それではスポーツ振興ですが、スポーツ振興と芸術文化

の振興、ちょっと時間が押しておりますので、説明をそこまでお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

菅原スポーツ推進

課長 

それではスポーツの振興の関係につきまして、私のほうから説

明をさせていただきたいと思います。まず１．生涯スポーツの地

域スポーツ推進事業ということでございます。これにつきまして

は、スポーツレクリエーション指導者の配置と、スポーツ指導

員、あるいはスポーツ推進委員、また地域スポーツ普及員という

方々にお願いしまして事業をやっていただいたというところでご

ざいますし、スポーツ教室・イベント等の開催ということです

が、こちらも早起きマラソンとかを計画しております。令和３年

度については、残念ながらコロナの関係でほとんど中止というこ

とになりましたが、今年度早起きマラソンにつきましては、感染

症対策を行ったうえで実施をしております。重点としましては、

新型コロナウイルス感染症防止対策を講じたうえで普及を図って

いきたいということでございます。それから地域スポーツ支援事

業でございますが、こちらのほうはスポーツ団体等の支援という

ことで、各体育協会のほうに補助金を交付しておりますし、スポ

ーツ少年団のほうにも交付しています。なかなかこちらのほうも

コロナの関係もありまして、様々な事業が昨年度計画してもでき
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なかったということでございますが、今年度はなんとか対策を講

じたうえで展開できるように支援をしていくということにしてお

ります。次が、２．競技スポーツの推進ということでございま

す。まず競技スポーツ支援事業でございますが、こちらのほう

は、全国大会等の出場支援ということで、出場するチームや選手

への補助、あるいは県民体育大会の出場支援ということで、花巻

代表選手の参加料、交通費、宿泊の補助を行うこととしておりま

す。それからスポーツ大会の開催支援ということで、早起き野球

リーグとかですね、県高校駅伝、ふれあいソフトボール大会な

ど、そういったものにつきまして開催の支援をするということで

すが、イーハトーブ花巻ハーフマラソン、こちらは４月に開催を

予定しておりましたが、残念ながら新型コロナウイルスの感染拡

大の関係で今年度も中止をいたしております。イーハトーブレデ

ィース駅伝につきましては、今のところ10月16日開催予定で、７

月22日から募集を開始することで今進めております。重点としま

しては、先ほどと同じことになりますけれども、やはりそういっ

た対策を講じて、なるべく開催ができるように進めていきたいと

いうことでございます。それから、次のページですが、３．大規

模スポーツ大会の開催ということでございまして、スポーツ大

会・合宿誘致推進事業ということで、こちらのほうは、スポーツ

コンベンションビューローへの支援ということで、補助金を交付

して、大規模大会の誘致や開催支援、あるいはスポーツ合宿誘

致、そういったものをやっていただくものでございます。それか

ら、こちらも昨年度はコロナの関係でスポーツ合宿誘致について

はボートの日本代表のオリンピック前の事前合宿の受入れという

ことでございますが、今年度今のところ予定しておりますが、ボ

ート日本代表につきましては7月22日から世界選手権にむけての合

宿ということで田瀬のほうに入るということでございますし、そ

の他につきましても、大学の野球部とかあるいはバスケットボー

ル部などの合宿を受け入れるということで今予定しております。

それからスポーツ施設環境整備事業でございます。こちらのほう

もスポーツ施設の改修、やはりそういった施設は古くなって改修

が必要な部分も出てきております。随時計画的に進めております

けれども、ここに記載のとおり改修、あるいは改修に向けた実施

設計、そういったものを行う予定としております。すいません、

今気づいたんですが、一つ事業が漏れておりましたので、ここで

お話しさせていただきたいと思います。実は、日本スポーツマス

ターズ2022岩手大会というものが９月23日から26日に岩手県を会

場に開催されることになっております。花巻市がですね、２競技

受け入れることになっておりまして、バレーボール、それからソ
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フトボール、そちらの２競技を受け入れまして、実施をする予定

としております。全県的には確か13競技だったと思いますが、こ

ちらのほうでは２競技受け入れて実施をするということで、基本

的にはそれぞれの競技団体のほうが競技の運営をするということ

で、市としてはおもてなし部分の対応というのがメインになると

いうことでございます。すいません、追加をさせていただきまし

た。スポーツ関係については以上でございます。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 続いて芸術文化の振興というところに入っていきたいと思いま

す。①芸術文化推進事業につきましては、小学生のためのアート

セミナー、あるいは市民芸術祭の開催などを行っているという事

業でございます。今年度の重点としましては、小学生のためのア

ートセミナーは非常に応募を多くいただいておりまして、密にし

ないという部分もあるんですが、例年より会場を分散してという

こともありますし、開催日数、応募定員を増やすなどして対応し

ていただきたいと考えておりますし、また、市民芸術祭につきま

しては、展示部門は毎年できているんですけれども、舞台部門が

なかなかできなかったということがございます。舞台部門の開催

は文化会館ということになりますので、舞台発表の場を設けるこ

とも視野に入れた取り組みを展開したいというものでございま

す。同じく①芸術文化推進事業のうち、文化会館の自主事業につ

きましては、大ホールの８事業の公演の他、例年行っております

各学校の団体鑑賞４事業、市民向けの文化会館事業ということで

３事業を予定しております。大ホールでの事業につきましては、

出演してくださる方のアウトリーチなど、実際に会館から出向い

て小中学生に体験をしていただくというというのにも力を入れて

いきたいというのもございますし、昨年度から実施しておりまし

て好評をいただいておりますグランドピアノの無料体験などを行

いまして、市民により文化会館に足を運んでいただく取り組みを

していきたいというふうに考えてございます。それから学校文化

活動事業につきましては、市民芸術祭に合わせて小中学生の作品

展を行うというものでございます。これも文化会館で開催すると

いうものですので、芸術祭で児童生徒の舞台発表の場を設けるな

どして、芸術文化活動への意欲の向上に繋げたいというものでご

ざいます。続いて美術普及活動推進事業は、これは萬鉄五郎記念

美術館で児童の写生会や萬鉄五郎祭などを行っているということ

になりますけれども、これも事業自体が２年間中止ということに

なりました。感染症対策を行ったうえで今年度の事業を進めてい

きたいと考えております。続いて萬鉄五郎美術館等整備事業で

す。昨年度につきましては、美術品収蔵庫の整備を行って、完成
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してございます。令和４年度につきましては、開館当時から美術

館本体の空調設備の老朽化が顕著ということで、設備更新に向け

た設計業務を実施したいというふうに考えてございます。次は

２．先人の顕彰でありますが、これは、各先人記念館等を会場と

した共同企画展、あるいは先人ギャラリー展などを行っている事

業でございます。共同企画展、先人ギャラリー展につきまして

は、展示内容の工夫などによりまして、より幅広い世代に先人へ

の興味を持っていただいて、各館に足を運んでいただくきっかけ

づくりとしたいと考えておりますほか、今年度の新たな取り組み

といたしまして、Ｂ＆Ｇ財団の補助事業としまして、花巻市が輩

出した先人でございます佐藤昌介を題材とした偉人マンガという

ものを作成しまして、教育現場で活用いただくという事業を実施

することとしております。 

 

鈴森賢治まちづく

り課長 

 

それでは、宮沢賢治普及・啓発事業についてご説明いたしま

す。こちらは宮沢賢治イーハトーブ館で実施している事業になり

ます。こちらについては、賢治に対する理解を深めるため、ま

た、研究者や愛好者の交流を深めるためということで、企画展、

それからセミナー等を開催しているものになります。昨年度はコ

ロナ禍ということではありましたが、セミナーや研究発表会等オ

ンラインを活用して、遠方の方にもご参加いただけるような環境

づくりということに取り組んだところでございます。今年度につ

きましても、コロナに関する対策をとりながら、昨年度に引き続

きセミナー等の開催についてはオンラインの活用も含めまして、

多くの方に参加していただけるような形で取り組みたいというふ

うに考えてございます。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 それでは、次は企画展示事業というところになります。これは

花巻新渡戸記念館、萬鉄五郎記念美術館、博物館での企画展示事

業になりまして、まず花巻新渡戸記念館での企画展示事業となり

ますけれども、これも感染症対策でなかなかできなかった部分も

あるんですけれども、感染症対策を行いながら、今年度の企画展

としましては、「新渡戸稲造の著書展」などを開催して、新渡戸

家、あるいは稲造の魅力を発信する取り組みを行うことを重点と

してございます。それから、萬鉄五郎記念美術館につきましては

芸術文化に関心や親しみを感じる市民を増加させることを目的と

しまして、今年度の企画展としましては、萬鉄五郎関連、そして

親子向けの絵本展というのもございますし、岩手の美術家、そし

て花巻の美術家の４企画を予定しており、バランスの取れた展示

を目指していくこととしております。 
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佐藤花巻市博物館

副館長 

 博物館です。資料の10ページ下段から11ページにかけてです。

今年度は企画展示を５つほど予定しています。ご覧の通りですが

このうちの②、特別展の20世紀巨匠の版画達展、こちらが先週の

土曜日、16日から開催しております。有名絵画の版画を130点ほど

展示している今年度の目玉事業ということになります。以上で

す。よろしくお願いします。 

 

鈴森賢治まちづく

り課長 

それでは、賢治さんの香りあふれるまちづくりの推進というこ

とで、賢治のまちづくり推進事業についてご説明いたします。こ

ちらにつきましては、賢治を学ぶ場づくり、それから賢治イベン

トの開催、賢治の香りあふれるまちの整備、賢治の情報発信とい

うことをもとに、それぞれ事業を実施しているところでございま

す。昨年度はコロナ禍の影響ということで、施設の臨時休館がご

ざいましたので、この期間に宮沢賢治記念館の特別展ですとか、

童話村の森ライトアップが中止になって大きな影響が出たという

ことがございます。また、賢治フェスティバルの中のイーハトー

ブフェスティバルについては中止というところもございました。

今年度につきましては、昨年度同様新型コロナウイルスの感染症

対策をとりながら、セミナー、ワークショップ、特別展等を実施

するとともに、イベントの開催についても行ってまいりたいと思

っております。また、賢治フェスティバルの一環として童話村の

森ライトアップを今週末７月23日から開催を予定しております。

その他、８月27日、28日にはイーハトーブフェスティバルという

ことで、こちらは３年ぶりの開催になりますが、現在準備を進め

ているところでございます。いずれにしてもコロナの対策を取り

ながら、賢治さんの情報発信等を行っていきたいということで予

定しております。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 続きまして企画展示事業です。こちらは高村光太郎記念館と総

合文化財センターになります。一番最後の11ページです。高村光

太郎記念館につきましては、光太郎の欧米留学時の資料や当時の

海外渡航事情などについて紹介する企画展「光太郎、海を航る」

が開催中でございますし、「光太郎の食卓」と題しまして、光太

郎と食についての企画展を考えてございます。それから、もう少

し親しみやすいような、来館するきっかけとなるような企画を行

っていきたいということが今年度の重点ということになるかと思

います。 

 

鈴森花巻市総合文  最後になります。総合文化財センターの今年度の事業計画を申
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化財センター所長 し上げます。現在企画展といたしまして「エーデルワイスの世

界」ということで、坂倉登喜子さんの個人的な収集物の展示をし

ております。これにつきましては、非常に個人の方であれだけ収

集したというのは本当にすごいなというふうに私も拝見しました

し、ぜひ皆様方も足を運んでいただきまして、ご覧いただきたい

というふうに思います。それから、大変申し訳ございません。２

つ目の企画展の期日ですけれども、７月17日から９月５日という

ふうになっておりますけれども、訂正をお願いいたします。９月

17日から11月６日でご訂正をお願いいたします。それから、３つ

目といたしましては「早池峰の花を紹介した人々」ということ

で、これにつきましては12月10日から、翌２月12日までを予定し

て、現在計画してございます。以上でございます。 

 

堀合範子副議長 盛りだくさん説明していただきました。それで皆様大変申し訳

ございませんが、まだ議題３が残っておりますので、この（２）

の説明があったスポーツ、あるいは芸術文化につきまして、２な

いし３のご意見ということにしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。では、ただいまの説明に関しまして、ご意見あ

るいはご質問のある方、挙手をお願いいたします。 

 

 （なし） 

 

堀合範子副議長 はい、沢山の方が十分説明していただいたというふうに頷いており

ますので、それでは大変申し訳ありませんが、（２）の議題につきまし

ては以上とさせていただきます。 

では議題（３）新花巻図書館整備基本計画試案検討会議の状況

について事務局、説明をお願いいたします。 

 

事務局（市川生涯

学習部長） 

それでは、新花巻図書館整備の試案検討会議の検討状況についてご

説明いたします。ちょっと時間がかかり皆さん大変だと思いますが、

もう少しよろしくお願いいたします。新花巻図書館整備基本計画試案

検討会議というものは、昨年度に立ち上げておりまして、このメンバ

ーにはですね、社会教育委員からもご推薦いただいて、堀合副議長さ

んと、小国委員さんが現在入っておいでです。ほぼ月に１回ぐらいの

会議を開いてきて、昨年コロナの影響で若干開けないときもありまし

たが、７月 12日の開催で第 10回の会議を開いたものでございます。

その会議の内容については２ページに書いておりまして、これまでど

のような図書館をつくるべきかというところ、具体的な観点からご意

見をいただいてきたというものでございます。試案検討会議のメンバ

ーは社会教育委員の皆様、あと図書館協議会から、あと学校の先生、
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あと図書館長、図書館司書の方、あとは、学芸員の方、あとは商工会

議所、ＰＴＡ連合会、図書館を考える会等の図書館についてご意見を

今までいただいた方など 20名で構成されておりまして、その中で具体

的な議論をしてきたというものでございます。今年度に入りまして８

回、９回、10回と、昨年度ソフト面、また具体的な内容、サービスに

ついては、ほぼまとめてきたこともありまして、今年度建設候補地に

ついて、具体的なご意見をいただいてきたっていう状況でございます。

改めましてご説明をいたしますと、今までも市民説明会、あるいはワ

ークショップなどで資料は出しておりますので、少し簡略化してまい

りたいと思いますけども、３ページです、もう既に平成 29年８月に制

定いたしました、新花巻図書館整備基本構想というのがございます。

その中で、図書館の（１）図書館として利便性の確保、図書館は市民

をはじめとする利用者にとって利用しやすい場所にあるべき、また

（２）市街地再生に資する施設、図書館はしっかり再生に資する施設

として、まちづくりや都市計画とも整合したものとする必要があると

いう考え方から、この地図の青いライン、これは花巻市立地適正化計

画という、もう一度コンパクトな街づくりをしましょうという市全体

の計画なんですが、その中の都市機能誘導区域っていうのはこの青い

ラインの中です。この中に、都市機能を誘導していきましょうという

ことです。この区域の中に建設すれば、国の支援が受けられるという

もので、この区域の中に図書館をつくりましょうというように、構想

では定めてきたというものでございます。基本構想では、候補地数か

所選定した上で、基本計画において場所を定めることとするとしてお

りまして、今検討しているのが基本計画ということです。４ページを

ご覧ください。４ページでは花巻市議会は新花巻図書館整備特別委員

会という委員会を設置しまして、特別委員会で市民との意見交換をし

ましたし、アンケートなどを実施して議会からの提言が、この３つい

ただいております。①建設場所について、新花巻図書館整備基本構想

の建設場所に関する方針に基づき、都市機能誘導区域内で整備するこ

ととし、市が提案する花巻駅周辺及びまなび学園周辺のいずれかとさ

れたいこと。なお、決定に当たってはその経過及び理由を明確にし、

市民の理解が得られるように努めること。②建設用地について、建設

用地は市有地とすること。借地に建設することにより、将来にわたる

財政負担と、土地利用上における権利関係の不安要素は避けるべきで

あること。③複合施設について、図書館単独での整備を基本とするこ

と。ただ、市民のくつろぎと交流スペースとして、飲食コーナーは図

書館に必要な機能の一つとして位置づけ、整備を検討されたいと、こ

の３つが議会から提言をされているものであります。そうした中で、

５ページであります。（１）図書館としての利便性の確保、図書館は市

民をはじめとする利用者にとって利用しやすい場所にあるべきだとい
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う観点から、交通アクセスが良くわかりやすい場所、市全域から行き

やすい場所、十分な駐車場が確保できる場所、これについてはバス鉄

道の駅からの距離とかですね、最寄りのバス停、周辺道路環境、駐車

場の現状など、（２）の市街地再生に資する施設ということで、先ほど

の都市機能誘導区域内に整備できるか、あるいは近接施設の状況など

を比較項目としながら、候補地についてまとめたというのが次からの

ページの資料であります。６ページから 13ページであります。６ペー

ジは、まなび学園周辺のうちの営林署跡地であります。現在、駐車場

になっているところです。営林署の土地、これについてこれまでも示

してきたものでございまして、先ほど申しました比較項目、つまり駅

からの距離とか、バス停との関係、周辺道路の関係、駐車場など、そ

ういうものを整理してこれまでもお示ししてきたと。そして試案検討

会議でもご意見をいただいてきたというものでございます。７ページ

は、まなび学園周辺の、まなび学園の今の駐車場に建てた場合という

ものであります。８ページは、まなび学園の体育館を壊して立てた場

合というものであります。そして９ページは、総合花巻病院が移転い

たしまして、今建物を壊しているところです。その花巻病院跡地に建

てた場合というものでございます。このまなび学園周辺につきまして

は、営林署の場所については少し狭いのではないかという課題がござ

いますし、まなび学園の体育館に建てた場合、これは体育館を壊さな

ければいけないんですが、体育館もほぼ毎日のように使われているた

め、壊していいのかっていう課題がございますし、まなび学園の前に

建てた場合っていうのは、駐車場の前にこの建物を建てた場合に、ま

なび学園は現在長寿命化という改修をしておりますけれども、あと 25

年ほどで 80年という年月になるわけで、その段階では壊さなければな

らないだろうなっていう課題がございます。あと、総合花巻病院跡地

の９ページですが、前のほうを駐車場にしておりますが、ここは病院

の主となる建物のあるところで地下構造物があるために、もう大分掘

られていますので、前の方には建てられなくて、建てるとしても後ろ

という状況でありますし、次の 10ページには赤い部分で人工地盤とい

うふうに書いておりますが、この部分はしばらく壊さないというもの

であります。駐車場があって花巻小学校の方の総合花巻病院の第３駐

車場というところなんですが、そっちに入ってくるコンクリートの建

物、構造物があります。これは、病院の関係で少し壊さないという状

況です。次の 11 ページ、これは花巻城が市指定の史跡でありますの

で、花巻病院の下の駐車場あるいは、法面の部分は史跡に当たります

というような資料です。急いでいきますが、12ページは道路でありま

す。まなび学園のところの周辺の状況として、道路に少し課題があり

まして、歩道がないというのがあります。この歩道整備の状況ですが、

今この図面で見ますと、⑥の緑の部分、セブンイレブンから西に向か
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って拡幅してますが、⑤と④は狭いままがまだ続きます。赤い①はコ

ンビニのファミリーマートの所から幸橋という橋を渡って合同庁舎に

行く部分ですが、ここは都市計画道路で②の黄色、これが大きい道路

をつくる計画があるんですが、ここは将来的な計画ということで、す

ぐにはできない状況です。①の現在の道路、幸橋っていう橋を通って

いるところに歩道をつける計画を現在しております。歩道が橋までは

1.5 メートル、橋以降は 2.5 メートルについて、住民に説明をしてい

る状況と聞いております。13 ページと 14 ページは、今度は駅周辺、

駅前ということでこれまで説明してきた資料であります。13ページは

スポーツ用品店がある場所です。これはＪＲ東日本が所有してる土地

であります。14ページは現在駐車場になっている場所に建てたらとい

う案であります。いずれにせよ、駅近くになりますと立体駐車場も必

要というふうに考えておりますし、14ページの現在の駐車場に建てる

場合は、やはり駅に一番近い駐車場がなくなってしまうのではどうか

というのが課題ですし、ＪＲのスポーツ用品店のところというのはＪ

Ｒの土地ですので、そこを購入しなければならないっていうのがござ

います。このような資料でこれまでも市民にホームページにお示しし

ておりますし、試案検討会議において、８回、９回、10回というふう

にご説明をしてきております。建設場所についてこれまでも試案検討

会議で出ている意見について、このＡ３版ですね、第８回第９回での

意見、資料３ですね。資料３－２です。７月 12日に開催した第 10回

で、新たに意見を述べられた方がありましたがそれは入っておりませ

ん。お一方は、まなび学園周辺、もう一方は駅周辺の再開発とか、ま

なび学園周辺の交通機関とか、道路環境の整備などを踏まえて考える

べきだというようなご意見、もう１名は、駅周辺が良いというご意見

でありました。現在、新たにご意見を述べられた方も含めて、発言内

容を確認しているというところですので、第 10回の場所に関する意見

は、お渡しした資料の３には入っていないという状況です。第８回、

９回の意見を含めまして、花巻駅前が良いとする意見が多かった、そ

ういうふうに捉えておりまして、７月 12 日の試案検討会議において

は、ご意見をいただいた後で、花巻駅前のＪＲ所有のスポーツ用品店

の場所を第１候補地として、この土地の買収条件についてＪＲと交渉

することなどについて、市民及び関係団体との意見を聴く説明会を開

いていきたいということをご提案いたしまして、試案検討会議におい

ては、おおむねご了承を得たというふうに捉えているところでござい

ます。今後、市民及び関係団体の意見を伺う説明会で使用する資料を

作成いたしまして、試案検討会議でまたご説明をした上で、意見をい

ただいた後、説明会を開催していきたいというふうに考えているとこ

ろであります。実際、その説明は９月以降ぐらいかなと考えておりま

すが、これまでの試案検討会議での検討を踏まえて、説明会を開いて
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いきたいと考えております。以上です。 

 

堀合範子副議長 それでは、今説明がありましたが、今後、市民あるいは関係団体の

意見を聴くという場を設けていきたいというお話もありました。短時

間ではありましたが、ざっと説明していただきましたが、特にという

方がございましたらば、すいません、これも３人ほどで限らせていた

だきたいと思いますが、質問ご意見等ある方。挙手をお願いいたしま

す。 

 

（質疑等なし） 

 

はい、それでは後でじっくり見て、ご意見ある方はぜひ９月以降に

ある会議にご参加いただければなと思っております。それでは議題

（３）について以上で終わりにしたいと思います。 

それでは（４）その他に移ります。事務局からは何かありますでし

ょうか。 

 

（事務局なし） 

 

委員の皆さまからは。 

 

髙橋福子委員  すみません。新人なので、資料を送っていただいて、ホームページ

で生涯学習基本計画とかを検索して、こっちの大本の教育委員会の、

花巻市教育振興基本計画のほうに生涯学習の計画も入るんだっていう

ことを知らないので、古い計画しかなく、もう年度も過ぎているって

思ったので、もしホームページに新しいその計画のほうに生涯学習の

計画の方は移りましたよって書いてあると、会議には呼ばれたけど、

計画はすごい古いんだけど、なんでかなって思ったので、忙しいのか

とは思いますがお手数をよろしくお願いします。 

 

事務局（佐々木生

涯学習課長） 

 大変申し訳ございませんでした。もう少し分かりやすい表記が

あるのかなということで、検討をしていきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

堀合範子副議長 その他について、その他はございませんでしょうか。 

はいそれでは、以上で本日の議題については、終了とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

 

事務局（菊池生涯

学習課長補佐） 

 はい、菊池議長、堀合副議長、議事進行大変ありがとうございまし

た。 
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続きましては、次第の大きな５番のほうに戻ってまいります。５．

その他に入らせていただきます。事務局からのお願いです。昨年度も、

お願いしたという経緯があるんですが、資料の提供方法についてとい

うところになります。社会教育委員の皆様に、今後我々のほうから、

事務局のほうから様々な資料を送らさせていただいたりするわけなん

ですが、県の社会教育連絡協議会、県の社教連って呼んでございます

けども、そういった所からのお知らせなど簡易な事務文書等々ですね、

たくさんございます。その際、委員の皆様にお送りする際に、通常は

郵送でお送りしているところなんですが、もし可能であれば、メール

での受け取りを希望される場合は、電子メールでも良いよといった場

合なんですが、Ａ５版の用紙をお付けしておりましたけども、資料の

提供方法についてというものがあります。お名前とメールアドレスを

書いていただくということになりますが、そちらのほうに、名前メー

ルアドレスをお書きいただきまして、こちらのほうに、お願いできれ

ばなあというところでございました。なお、社会教育委員会議の開催

通知ですとか会議資料、そういったものにつきましては、従来どおり

郵送でお渡しをしたいと思います。事務局のほうから、その他につい

ては以上でございます。 

その他、皆様の方から何かございましたらばお願いいたします。は

い。特によろしいでしょうか。それでは６．閉会の方に移らさせてい

ただきます。 

ここで、閉会の前に市川生涯学習部長より一言、御礼のご挨拶

をお願いしたいと思います。 

 

事務局（市川生涯

学習部長） 

はい、長時間にわたり大変ありがとうございます、今回委員の改選

でありまして、生涯学習の部分といいますか、教育振興基本計画とか

そういう位置付けとかっていうのをきちんとお示しすればよかったと

いうふうに反省しているところでございます。今日、時間がなくて、

お気づきの点でもちょっとまあいいかななんて思われたっていうのも

あろうかなと思いますので、そういう点は、私ども生涯学習課のほう

にご連絡、ご意見、ご質問ありましたら、どうぞお寄せいただければ

というふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。本日

は本当にありがとうございました。 

 

６ 閉会  （閉会 午後４時20分） 

事務局（菊池生涯

学習課長補佐） 

それでは、皆さま大変ありがとうございました。以上をもちまして、

令和４年度第１回花巻市社会教育委員会議を終了したいと思います。

大変ありがとうございました。 

 

 


